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は
　
じ
　
め
　
に

　
西
周
後
期
の
青
銅
器
、
五
年
空
生
殴
と
六
年
稠
生
繭
の
銘
文
は
、
西
周
三

代
の
社
会
・
経
済
・
法
制
等
の
研
究
上
、
極
め
て
史
料
価
値
の
高
い
銘
文
で

あ
る
。
両
畜
生
殴
合
に
対
し
て
は
、
銘
文
が
一
八
〇
四
年
刊
の
防
元
の
『
積

古
血
鐘
鼎
食
器
款
識
法
帖
』
、
　
一
八
九
五
年
刊
の
呉
式
券
の
『
擦
古
字
金
文
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
著
録
さ
れ
て
以
来
、
数
多
く
の
釈
読
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
両
銘
文
全
体
の
通
読
が
で
き
な
い
た
め
、
史
料
と
し
て
使
用
す

る
場
合
に
は
、
銘
文
中
の
一
語
句
、
あ
る
い
は
数
句
の
み
を
引
用
し
得
る
だ

け
で
、
そ
の
利
用
に
は
大
幅
に
制
限
が
加
え
ら
れ
て
き
た
。

　
両
銘
文
は
内
周
金
文
中
有
数
の
難
読
銘
文
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
も
と
よ
り
銘
文
中
の
語
句
の
難
解
さ
に
も
通
読
し
得

な
い
原
因
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
両
銘
文
の
扱
い
方
に

こ
そ
本
当
の
原
因
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
過
玄
の
数
多
く
の
釈
読

に
お
い
て
は
、
両
銘
文
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
内
容
を
持
つ
全
く
別
個
の
銘

文
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
五
年
学
生
碑
銘
が
「
佳
五
年
正
月
己
丑
」
と
い

う
西
周
金
文
習
見
の
紀
年
か
ら
始
ま
り
な
が
ら
、
同
じ
く
露
見
す
る
「
子
々

孫
々
、
宝
用
」
と
い
う
終
り
方
を
せ
ず
、
「
稠
生
則
董
圭
」
と
い
う
不
自
然

な
終
り
方
を
し
、
し
か
も
五
年
潮
懸
銘
銘
と
六
年
稠
生
餌
銘
に
現
わ
れ
る
人

名
が
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
銘
文
が
関
連
し
て
考
え
ら

れ
な
か
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
編
鐘
以
外
に
は
銘
文
を
分
載
す
る
青
銅
器
は

存
在
し
な
い
と
い
う
一
種
の
固
定
観
念
が
働
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

こ
の
固
定
観
念
は
確
固
た
る
根
拠
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
塑
蓋

②
　
　
　
　
　
③

銘
や
姫
鐵
鼎
銘
な
ど
の
よ
う
に
編
鐘
以
外
に
も
銘
文
を
分
載
し
た
青
銅
器
が
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存
在
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
い
え
ば
、
過
去
の
釈
読
の
多
く
は
、
固
定
観

念
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
て
お
り
、
銘
文
の
形
式
を
あ
ま
り
に
軽
ん
じ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

　
両
銘
文
が
全
く
別
置
の
銘
文
と
し
て
扱
わ
れ
た
の
は
、
上
記
の
固
定
観
念

以
外
に
、
六
年
無
生
殴
の
器
影
が
不
明
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
原
因
が
あ
ろ
う
。

孫
謡
譲
・
白
川
静
両
氏
の
ご
と
く
、
過
虫
に
も
両
銘
文
が
関
連
す
る
銘
文
で

は
な
い
か
と
疑
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
徹
底
さ
れ
ず
に
終
っ
た
の

は
、
五
年
翔
生
直
と
六
年
稠
生
殴
の
器
形
を
比
較
し
得
な
か
っ
た
か
ら
と
考

え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
最
近
、
長
年
不
明
で
あ
っ
た
六
年
稠
生
設
が
中
国
歴

史
博
物
館
に
寄
贈
さ
れ
て
姿
を
現
わ
し
た
。
そ
の
結
果
、
両
腰
生
蜜
は
、
器

制
・
花
紋
は
も
と
よ
り
大
小
も
完
全
に
同
じ
で
、
一
対
の
器
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。
一
九
八
○
年
に
発
墨
さ
れ
た
林
繧
氏
の
「
環
生
食
銘
文

　
④

新
釈
」
は
、
こ
の
事
実
に
も
と
づ
き
、

　
④
尚
銘
文
は
い
ず
れ
も
十
字
を
一
行
と
し
て
い
て
、
銘
文
の
格
式
が
同
じ

　
　
で
あ
る
。

　
＠
五
年
稠
生
殴
銘
の
銘
末
は
「
子
々
孫
々
寒
寒
周
」
等
の
金
文
習
見
の
語

　
　
が
な
く
、
中
途
で
終
っ
て
い
る
。

　
⑳
両
銘
文
の
内
容
に
も
関
連
性
が
見
ら
れ
る
。

等
を
論
拠
に
し
て
、
両
銘
文
が
一
連
の
銘
文
の
前
段
と
後
段
で
あ
る
こ
と
を

証
銘
し
た
。
こ
れ
は
、
従
来
、
宣
王
の
盾
が
召
伯
虎
の
失
政
を
叱
責
し
た
も

の
と
か
、
財
産
の
分
与
率
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
と
か
解
さ
れ
て
き
た
五
年

宝
生
殴
銘
と
、
召
伯
虎
の
善
政
を
旋
心
し
た
も
の
と
か
、
禎
伯
虎
の
准
夷
征

伐
を
慶
祝
し
た
も
の
と
か
解
さ
れ
て
い
る
六
年
稠
生
鍛
銘
が
、
実
際
は
こ
の

よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
無
関
係
の
テ
ー
マ
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
両
銘
文
を
通

じ
た
一
貫
し
た
テ
ー
マ
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
点
で
極
め

て
意
義
の
あ
る
発
見
で
あ
っ
た
。

　
林
心
張
の
上
記
論
文
は
、
そ
の
観
点
か
ら
両
銘
文
の
釈
読
を
試
み
た
も
の

で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
、
従
来
ほ
と
ん
ど
論
拠
も
な
し
に
藩
王
の
盾
で
あ
る

と
か
、
盾
に
仕
え
る
女
官
で
あ
る
と
か
解
さ
れ
て
き
た
君
氏
・
婦
氏
と
い
う

語
を
、
召
伯
虎
の
父
母
を
指
す
語
で
あ
る
と
解
す
る
新
見
解
を
始
め
、
種
々

の
新
見
解
が
出
さ
れ
て
い
て
、
過
去
の
釈
読
を
一
新
し
て
い
る
。
林
氏
の
釈

読
は
こ
の
よ
う
に
、
過
載
の
釈
読
を
一
歩
進
め
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
　
一
貫

し
た
テ
ー
マ
を
追
求
す
る
と
い
う
面
に
お
い
て
は
、
五
年
稠
生
段
銘
を
土
地

の
定
量
オ
ー
バ
ー
に
関
す
る
査
察
か
ら
の
が
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
依
頼
と

し
、
六
年
凋
生
段
銘
を
代
訴
結
果
の
報
告
と
事
後
処
理
と
解
す
る
な
ど
、
そ

の
追
求
が
不
徹
底
の
観
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。

　
本
稿
は
、
林
蔭
氏
が
追
求
し
残
し
た
点
を
中
心
に
し
て
両
稠
生
段
銘
の
再

釈
読
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
上
記
し
た
ご
と
く
両
銘
文
は
西
五
金
文
中
有

数
の
難
読
銘
文
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
両
銘
文
の

完
壁
な
釈
読
を
期
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
最
初
に
記
し
た
よ
う
な
状
況
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に
あ
る
両
凋
生
毅
銘
の
史
料
的
価
値
を
幾
分
か
で
も
回
復
で
き
た
な
ら
幸
い

と
考
え
て
い
る
。

　
①
両
弱
生
段
銘
に
関
す
る
主
要
な
著
録
・
考
釈
に
は
次
の
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
五
年
珊
生
殴
銘
一
④
呉
式
芥
『
擦
古
録
金
文
』
三
之
二
、
二
五
－
二
六
、
一

　
　
八
九
五
年
。
＠
孫
論
譲
『
古
籔
除
論
』
三
、
二
一
－
二
七
、
　
一
九
〇
三
年
。
◎
何

　
　
昌
済
『
錘
単
閣
集
古
録
蹟
尾
』
丙
＝
、
一
九
一
六
年
。
㊥
呉
閣
生
『
古
金
文

　
　
録
』
三
、
二
五
、
　
一
九
一
二
三
年
。
㊧
干
省
吾
『
塑
三
更
古
金
文
録
』
上
三
、
一

　
　
六
、
一
九
三
三
年
。
㊦
郭
沫
若
『
両
周
金
文
辞
大
系
図
録
放
釈
』
（
略
称
、
大
系
）

　
　
図
七
一
、
録
一
三
三
、
放
一
四
二
。
㊦
呉
講
義
『
金
文
麻
朔
疏
証
』
五
、
一
五
、

　
　
一
九
一
鳳
六
年
。
曼
谷
｛
庚
『
商
鞍
鼻
騨
慣
薄
闇
考
』
一
二
照
七
、
　
一
　
＝
、
図
三
～
一
、
　
一

　
　
九
四
一
年
。
①
容
庚
・
張
維
持
『
股
周
脊
銅
器
通
論
』
一
九
五
八
年
。
⑭
陳
夢
家

　
　
『
美
帝
国
主
義
劫
掠
的
我
国
股
周
青
鋼
器
集
録
隔
A
二
五
〇
、
R
四
一
九
、
一
九

　
　
六
二
年
。
④
白
川
静
『
金
文
通
釈
』
三
三
、
八
六
〇
、
一
九
七
一
年
。

　
　
　
六
年
稠
生
晒
蝋
銘
1
◎
院
～
兀
『
積
古
吝
州
鐘
鼎
郭
珊
僻
耀
い
識
法
帖
』
穴
、
　
一
七
、
　
一

　
　
八
〇
四
年
。
㊥
厳
麗
麗
『
全
上
古
三
代
秦
漢
三
圏
六
朝
文
』
一
二
、
一
八
八
七
年
。

　
　
②
孫
遜
譲
『
古
籔
拾
遺
』
中
一
ご
一
、
一
八
八
八
年
。
⑧
劉
心
懸
『
奇
鋸
盤
古
金
文

　
　
述
蝕
四
、
二
七
、
一
九
〇
二
年
。
⑫
栂
昌
済
、
前
掲
書
、
丙
一
一
。
⑦
郭
沫
若

　
　
『
A
難
文
叢
考
』
二
六
二
、
　
一
九
三
一
一
年
。
⑫
呉
團
生
、
晶
削
細
騒
騒
、
　
二
、
　
二
五
。
㊥

　
　
子
省
吾
、
前
掲
書
、
上
三
、
一
七
。
⑦
劉
体
験
『
蝦
藻
経
閣
金
文
拓
本
』
八
、
六

　
　
八
、
一
九
三
五
年
。
◎
呉
羅
畠
、
前
掲
書
、
五
、
一
一
〇
、
④
護
法
若
、
前
掲
大

　
　
系
、
録
…
三
五
、
孜
一
四
四
。
◎
楊
樹
達
『
積
微
居
金
文
説
』
二
六
八
、
一
九
五

　
　
二
年
。
㊥
白
川
静
、
前
掲
書
、
三
三
、
八
難
○
、
㎜
九
七
一
年
。
②
黄
公
渚
『
周

　
　
秦
金
石
文
選
評
註
』
八
六
、
一
九
三
五
年
。

　
　
　
本
稿
で
は
、
以
上
の
著
録
、
講
釈
か
ら
引
用
し
た
両
凋
生
殴
銘
関
係
の
説
に
つ

　
　
い
て
は
一
々
こ
れ
を
注
記
し
な
か
っ
た
。

　
②
大
系
、
図
一
二
九
、
録
工
二
二
。

③
羅
振
玉
『
三
代
吉
金
文
存
』
四
、
九
、
七
。

④
　
林
渓
「
弱
生
殴
銘
文
漸
釈
」
『
古
文
字
研
究
』
第
三
輯
、
＝
一
〇
1
＝
二
五
頁
、

　
中
華
書
局
、
一
九
八
○
年
。
こ
の
論
文
か
ら
引
用
し
た
部
分
に
つ
い
て
も
、
以
下

　
に
お
い
て
は
一
々
三
菱
し
な
か
っ
た
。

二
　
五
年
鋼
二
段
銘

七
五
年
正
月
雪
表
構
生
塗

五年稠生股銘拓本
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事
蟹
来
合
事
余
献
旛
氏
呂

壼
告
蘭
昌
鷺
幾
令
日
余
老

止
公
僕
蜷
土
田
多
量
ざ
白

氏
従
許
公
宕
其
婦
女
寒
害

其
弐
公
宕
其
弐
女
則
宕
其

一
余
蚕
干
書
氏
大
筆
報
平

氏
畠
束
瑛
潔
白
寧
日
余
既

訊
戻
我
考
我
母
令
余
弗
敢

謡
余
不
急
墨
書
我
母
器
量

生
剣
韮
圭

　
右
は
五
年
野
生
段
銘
の
全
文
で
あ
る
。
十
一
行
、
各
行
十
字
。
全
字
数
百

四
字
。
全
文
を
ω
i
⑥
に
分
け
て
、
順
次
検
討
し
て
い
こ
う
。

　
ω
佳
（
維
）
五
年
正
月
細
工
、
芽
生
又
（
有
）
事
、
盤
（
召
）
来
合
（
会
）

　
　
事
、

　
「
佳
五
年
正
月
己
丑
し
は
西
周
金
文
習
見
の
紀
年
紀
日
法
。
何
王
の
五
年

か
に
つ
い
て
は
、
共
和
説
（
桐
夢
心
）
、
宣
王
説
（
郭
臨
機
、
容
庚
、
呉
其

昌
、
白
川
静
）
な
ど
が
あ
る
が
、
林
漢
茂
が
召
伯
虎
の
父
母
が
生
存
し
て
い

る
こ
と
を
論
拠
に
、
召
草
尽
が
溝
羅
し
た
共
和
・
仁
王
期
よ
り
遡
ら
せ
て
属

王
期
に
比
定
し
て
い
る
の
が
椴
も
当
を
得
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
林
巳
奈
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

氏
が
器
形
学
的
観
点
か
ら
こ
の
五
年
凋
生
殴
を
目
移
皿
A
に
分
類
し
て
い
る

の
も
、
こ
の
見
解
に
合
致
し
て
い
る
。

　
「
凋
生
又
事
」
の
事
は
、
先
秦
諸
文
献
の
用
例
か
ら
見
て
、
白
川
野
業
の

い
う
ご
と
く
祭
纂
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
句
は
、
侍
曹
の
処
で
祭

事
が
あ
っ
た
こ
と
を
い
う
。

　
「
鯉
来
合
事
」
の
合
は
、
孫
詰
護
説
に
従
い
、
会
と
読
む
。
蟹
（
召
）
に

つ
い
て
は
諸
家
い
ず
れ
も
召
伯
虎
の
み
を
指
す
と
す
る
が
、
実
際
に
は
召
下

虎
の
母
も
参
会
し
て
い
る
の
で
、
召
家
の
人
々
と
い
う
程
度
の
意
味
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
句
は
、
召
家
の
人
々
が
稠
家
の
祭
事
に
参
会
し
た
こ
と

を
い
う
。

　
ω
余
献
欝
（
婦
）
氏
昌
（
以
）
壼
、

　
②
は
、
「
余
」
が
「
婦
氏
」
に
「
壷
」
を
献
上
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

こ
の
余
に
関
し
て
は
、
過
ま
、
召
伯
虎
（
孫
論
譲
）
、
宜
王
の
盾
（
郭
薄
徳
）

を
指
す
と
す
る
説
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
五
年
老
生
殴
の
量
器
者
が
判
然

と
し
な
い
段
階
で
の
解
釈
で
あ
っ
て
、
明
ら
か
な
誤
り
で
あ
る
。
今
日
で
は
、

作
器
者
が
凋
生
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
と
な
り
、
し
か
も
ω
が
地
の
文
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
弱
生
を
指
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
婦
氏
が
何
者
で
あ
る
か
は
五
年
双
生
殴
銘
が
公
表
さ
れ
て
以
来
問
題
と
な

っ
て
お
り
、
召
伯
虎
の
母
に
仕
え
る
世
婦
の
ご
と
き
女
官
（
孫
諮
譲
）
、
宜

王
の
后
に
仕
え
る
世
婦
の
属
（
郭
沫
若
）
、
召
乳
虎
の
妻
（
白
川
静
）
、
召
伯
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虎
の
母
（
林
漂
）
等
の
説
が
あ
る
。
私
は
林
溝
説
が
正
し
い
と
思
う
。
そ
の

理
由
は
次
の
三
点
で
あ
る
。

　
④
林
漂
馬
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
君
氏
は
六
年
稠
生
四
種
に
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
「
宗
君
」
の
異
称
、
婦
氏
は
宗
婦
盤
銘
に
い
う
「
宗
婦
」
の
異
称
と
考

　
　
え
ら
れ
る
。

　
＠
五
年
新
生
心
境
の
後
文
に
よ
れ
ば
、
婦
氏
が
伝
達
し
た
君
氏
の
命
令
を

　
　
穆
聖
旨
が
併
せ
て
「
雑
考
聖
母
令
（
命
）
」
と
称
し
て
い
る
の
で
、
「
君

　
　
氏
」
と
「
婦
氏
」
は
召
伯
虎
の
父
母
を
指
す
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
⑳
塗
家
と
稠
家
は
、
六
年
稠
生
鍛
銘
の
末
尾
に
「
稠
生
母
揚
宗
君
其
休
、

　
　
用
作
朕
刺
祖
羅
公
嘗
毅
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
大
宗
と

　
　
小
宗
の
関
係
に
あ
る
。
こ
の
関
係
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
小
宗
の
理
生
が

　
　
作
っ
た
殴
の
銘
文
に
お
い
て
宗
霜
と
宗
婦
が
そ
れ
ぞ
れ
「
君
氏
」
「
婦

　
　
氏
」
と
称
さ
れ
て
い
る
の
は
、
呼
称
と
し
て
は
当
を
得
た
も
の
で
あ
る
。

　
壷
は
青
銅
製
の
容
器
と
し
て
の
壷
で
あ
る
。
郭
沫
若
は
「
符
」
の
仮
借
で

虎
符
の
ご
と
き
用
を
な
す
と
解
し
て
い
る
が
、
白
川
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ

う
に
、
西
周
青
銅
器
中
に
そ
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
壷
は
存

在
し
て
い
な
い
。
こ
の
場
合
は
、
召
伯
虎
の
母
が
老
齢
に
も
か
か
わ
ら
ず
凋

家
の
祭
杷
に
参
加
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
稠
生
が
壷
を
献
上
し
た
と
考
え
る

べ
き
で
あ
る
。

　
㈹
告
日
、
爵
（
以
）
齎
氏
令
（
命
）
日
、
塔
主
、
止
公
僕
璽
土
田
、
多
諌

　
　
（
争
）
、
弍
（
代
）
白
（
伯
）
氏
総
勢
、
公
宕
（
訴
）
其
参
、
女
則
宕

　
　
（
訴
）
其
弐
、
公
宕
（
訴
）
其
弐
、
女
則
宕
（
訴
）
其
一
、

　
こ
の
③
は
、
銘
文
の
中
心
テ
ー
マ
が
何
で
あ
る
か
を
決
定
づ
け
る
、
い
わ

ば
両
銘
文
解
釈
の
鍵
と
も
い
う
べ
き
箇
所
で
あ
る
の
で
、
少
し
く
詳
細
に
検

討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
③
に
関
し
て
は
、
過
去
、
種
々
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ

の
全
て
を
こ
こ
に
紹
介
す
る
余
裕
が
な
い
の
で
、
我
国
と
中
国
で
な
さ
れ
た

釈
読
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
最
も
最
近
の
も
の
と
し
て
白
川
轡
型
と
林
漂
説

の
み
を
紹
介
し
、
そ
の
検
討
批
判
を
通
し
て
㈲
の
部
分
の
解
釈
の
方
向
を
さ

ぐ
っ
て
み
た
い
。

　
白
川
理
説
－
句
読
は
私
見
に
同
じ
。
③
の
告
日
以
下
を
婦
氏
が
学
生
と

召
伯
州
に
告
げ
た
語
と
し
た
上
で
、
婦
氏
は
召
伯
虎
の
妻
、
壁
隣
は
召
伯
虎

の
母
、
老
は
退
隠
、
止
公
は
召
伯
虎
の
父
、
僕
蕗
（
瀟
）
土
田
は
止
公
の
没

後
に
相
続
分
か
ら
除
外
さ
れ
て
君
氏
の
食
邑
と
さ
れ
て
い
る
土
田
、
諌
は
賦

責
、
弐
は
必
、
伯
爵
は
召
伯
虎
、
従
許
は
諒
解
を
与
え
る
の
意
、
公
も
召
壁

虎
、
女
は
凋
生
、
宕
は
影
野
絶
叫
を
収
取
す
る
の
意
、
一
・
弐
・
参
は
僕
庸

土
田
の
租
収
の
分
与
率
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
㈲
は
次
の
よ
う
に
解
さ
れ

て
い
る
。

　
　
婦
氏
が
本
宗
の
姑
霜
で
あ
る
霜
氏
の
命
令
を
携
え
て
き
て
、
祭
事
に
会

　
　
し
て
い
る
難
壁
と
凋
生
と
に
こ
れ
を
伝
達
し
た
。
そ
の
伝
命
は
「
余
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（
重
氏
）
は
退
隠
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
が
、
自
分
の
食
邑
と
し
て
、

　
　
止
公
か
ら
遺
留
分
と
し
て
贈
ら
れ
て
い
る
附
庸
の
土
田
に
は
、
多
く
の

　
　
租
徴
収
入
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
両
人
に
遺
贈
し
た
い
と
思
う
。
こ
の

　
　
こ
と
に
つ
い
て
は
、
相
続
権
者
で
あ
る
重
氏
（
召
伯
）
に
は
、
必
ら
ず

　
　
承
引
を
受
け
た
い
と
考
え
て
い
る
。
遺
贈
の
分
率
は
、
五
に
区
分
し
う

　
　
る
も
の
は
そ
の
う
ち
の
三
を
召
伯
に
、
二
を
現
生
に
、
ま
た
三
に
区
分

　
　
し
う
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
弼
伯
二
、
凋
生
一
と
い
う
割
合
と
す
る
」

　
林
漢
説
一
「
止
公
僕
庸
土
田
墨
刺
」
を
除
け
ば
、
句
読
は
私
晃
と
同
じ
。

③
の
告
日
以
下
を
稠
生
が
召
伯
虎
の
母
（
幽
姜
）
に
告
げ
た
語
と
し
た
上
で
、

霜
氏
は
召
伯
虎
の
父
で
あ
る
幽
伯
、
余
は
凋
生
の
自
称
、
止
宿
は
愚
生
と
密

接
な
関
係
に
あ
る
人
物
で
あ
る
が
不
閉
、
僕
庸
は
人
、
土
田
は
耕
地
、
刺
は

司
法
方
面
か
ら
の
調
査
、
ざ
は
式
で
勧
令
の
詞
、
縦
許
は
寛
大
な
処
理
を
す

る
の
意
、
公
は
止
公
、
女
は
召
伯
虎
、
宕
は
田
・
人
の
数
が
定
量
を
超
え
て

い
る
こ
と
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
㈲
は
ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
る
。

　
　
稠
生
が
幽
姜
を
通
じ
て
幽
伯
に
告
げ
て
い
う
、
「
宗
君
幽
伯
の
名
義
で

　
　
命
令
を
出
し
て
ほ
し
い
。
余
（
稠
生
）
は
す
で
に
年
老
い
た
。
（
余
と

　
　
関
係
の
あ
る
）
止
公
の
田
・
人
は
何
度
も
司
法
方
面
か
ら
の
調
査
を
受

　
　
け
て
い
る
の
で
、
江
島
（
召
伯
虎
）
の
寛
大
な
処
理
を
希
望
す
る
。
だ

　
　
か
ら
、
召
伯
虎
に
『
止
公
の
田
・
人
が
定
量
を
三
分
超
え
て
い
た
ら
、

　
　
汝
（
召
伯
虎
）
は
二
分
超
え
る
よ
う
に
さ
せ
、
止
公
の
田
・
人
が
定
量

　
　
を
二
分
超
え
て
い
た
ら
、
汝
は
一
分
超
え
る
よ
う
に
さ
せ
よ
』
と
い
う

　
　
命
令
を
出
し
て
ほ
し
い
」
と
。

　
以
上
の
二
説
は
こ
れ
ら
以
前
の
諸
説
に
較
べ
る
と
格
段
に
文
義
が
通
じ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
両
密
生
殴
銘
文
を
一
連
の
銘
文
と
す
る
立
場
か
ら

見
る
と
、
銘
文
全
体
の
内
容
に
合
致
す
る
か
と
い
う
点
に
疑
問
が
あ
る
。
い

ま
問
題
と
な
っ
て
い
る
㈲
は
、
白
川
・
林
両
氏
が
ほ
ぼ
共
通
し
て
認
め
る
両

銘
文
の
文
脈
、

　
a
五
年
正
月
己
丑
、
三
生
の
処
に
召
が
来
た
。

　
b
稠
生
が
鈍
器
に
壷
を
献
じ
た
。

　
c
㈲
の
告
日
以
下
の
君
氏
の
命
令
が
告
げ
ら
れ
た
。

　
d
稠
生
が
霜
氏
と
婦
属
に
そ
れ
ぞ
れ
大
壷
と
薄
束
等
を
献
癒
し
た
。

　
e
召
伯
虎
が
父
母
の
命
令
を
実
行
す
る
こ
と
を
誓
う
。

　
f
稠
生
が
召
伯
虎
に
瑛
圭
を
報
い
た
。

　
9
六
年
四
月
甲
子
、
召
伯
虎
が
代
算
し
た
裁
判
に
つ
い
て
稠
生
に
報
ら
せ

　
　
る
。

　
h
報
告
の
前
半
は
、
裁
判
の
結
着
が
つ
い
た
こ
と
と
、
そ
れ
が
父
母
の
命

　
　
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。

　
i
報
告
の
後
半
は
、
召
伯
虎
と
画
素
と
の
闘
で
行
な
わ
れ
た
裁
判
後
の
処

　
　
理
に
つ
い
て
い
う
。

　
一
翔
生
が
召
伯
虎
に
壁
を
報
い
た
。
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k
稠
生
が
宗
霜
の
恩
寵
に
感
謝
し
て
烈
祖
召
公
の
祭
器
を
作
っ
た
。

の
。
に
相
当
す
る
。
私
は
こ
の
文
脈
理
解
は
基
本
的
に
は
正
し
い
と
思
う
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
文
脈
を
正
し
い
と
し
た
上
で
上
記
二
説
を
こ
の
文
脈
の
中

に
入
れ
た
ら
、
上
記
二
説
は
両
氏
の
文
脈
か
ら
さ
え
遊
離
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
も
し
こ
の
文
脈
に
沿
っ
て
③
を
解
釈
し
よ
う
と
し
た
ら
、
㈲
は
、

召
確
論
の
父
母
が
召
贈
品
に
代
訴
を
、
そ
れ
も
凋
生
が
ま
き
こ
ま
れ
て
い
る

争
訟
の
代
訴
を
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
命
令
と
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
果

し
て
そ
の
よ
う
に
③
を
解
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
可
能

で
あ
る
と
思
う
。
以
下
に
⑧
に
関
す
る
私
見
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

の
こ
と
を
示
め
そ
う
。

　
「
告
日
、
昌
君
氏
令
日
」
に
つ
い
て
は
、
上
記
二
説
以
外
に
、
女
官
が
召

伯
虎
の
母
の
命
令
を
伝
達
し
た
　
（
孫
諮
譲
）
、
世
話
が
宣
王
の
后
の
命
令
を

伝
達
し
た
（
郭
沫
若
）
等
の
説
が
あ
る
。
私
は
次
の
二
理
由
か
ら
、
召
伯
虎

に
命
じ
た
君
氏
（
召
伯
虎
の
父
）

門
…
…
毒
中
　
　
　
　
凋
生

…　

i
召
伯
虎
の
父
）

「
二
三
（
幽
伯
）

　　

@
　
召
三
三

　
　
三
遷
（
幽
姜
）

　
　
（
召
伯
虎
の
億
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
婦
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
（
弼
伯
虎
の
妻
）

の
命
令
を
婦
氏
（
召
伯
虎
の
母
）
が
託
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
止
公

　　

@　

@　

@　

@　

@
⊥

（白刀1善争説）

一
箋
中

　
　
　
’

　
　
（
召
伯
虎
の
父
）

一
壷
氏
（
幽
伯
）

婦
氏
（
幽
姜
）

（
召
伯
虎
の
母
）

召
伯
虎

三
生

（林譲説）

に
告
げ
知
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
ま
ず
第
一
は
、
後
文
に
半
島
虎
が

「
我
が
考
我
が
母
の
令
（
命
）
」
を
実
行
す
る
つ
も
り
で
あ
る
と
誓
言
し
て

い
る
が
、
こ
の
父
母
の
命
令
に
相
当
す
る
命
令
は
㈲
以
外
に
存
在
し
な
い
こ

と
で
あ
る
。
第
二
は
、
こ
の
㈲
を
受
け
て
凋
生
が
召
伯
虎
の
父
母
に
大
等
等

を
献
燃
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
後
文
に
お
い
て
召
描
写
の
誓
言
を
承
け
て
凋

生
が
召
伯
虎
に
三
軍
を
報
い
た
例
、
六
年
託
生
段
銘
に
お
い
て
鼻
潰
虎
が
代

訴
の
報
告
を
し
た
こ
と
を
承
け
て
耳
芝
が
洪
益
虎
に
壁
を
報
い
た
例
と
全
く

同
例
で
、
笹
生
が
自
分
に
対
し
て
告
げ
ら
れ
た
語
を
承
け
て
そ
れ
に
報
い
た

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
召
伯
虎
の
母
が
伝
え
た
召
命
虎

の
父
の
命
令
が
凋
生
に
対
す
る
命
令
で
な
く
、
召
伯
虎
に
対
す
る
命
令
で
あ

る
こ
と
は
、
こ
の
父
母
の
命
令
を
実
行
す
る
と
誓
言
し
て
い
る
の
が
召
伯
虎

で
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。

　
「
余
老
」
の
余
は
霜
氏
（
召
伯
虎
の
父
）
の
自
称
、
老
は
文
字
通
り
「
年

老
い
た
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、

－
寛
中

　
　
（
召
伯
虎
の
父
）

一
君
氏
（
幽
伯
）

　
　
｝

凋
生
（
止
公
）

婦
氏
（
幽
姜
）

（
召
伯
虎
の
母
）

召

零
墨

（私見）

こ
の
句
は
、
単
に
自
分
が
年
老
い
た
と

　
い
う
事
実
だ
け
を
述
べ
て
い
る
も
の

　
で
は
な
い
と
思
う
。
召
伯
虎
の
父
は

本
宗
の
宗
君
で
あ
る
か
ら
、
小
宗
の

稠
生
に
手
を
籍
す
の
は
も
と
も
と
彼

自
身
が
な
す
べ
き
役
割
で
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
年
老
い
た
た
め
そ
れ
が
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で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
子
の
召
伯
虎
に
自
分
の
代
役
を
ま
か
せ
る
こ
と

に
し
た
。
そ
の
含
み
が
あ
っ
て
か
く
述
べ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

こ
の
句
は
、
叔
趨
父
銘
銘
の
「
叔
越
聖
日
、
早
老
、
不
克
御
事
（
余
、
製
し

て
、
事
を
御
す
る
あ
た
は
ず
）
」
と
同
様
に
、
年
老
い
た
た
め
物
事
を
処
理

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　
「
極
圏
僕
等
土
田
、
多
諌
」
の
止
公
は
凋
生
に
対
す
る
敬
称
で
あ
ろ
う
。

こ
の
止
公
に
関
し
て
は
上
記
二
説
以
外
起
も
宣
王
の
后
の
父
（
郭
沫
若
）
と

す
る
説
が
あ
る
が
、
も
し
こ
れ
ら
の
諸
説
の
よ
う
に
二
次
を
調
生
以
外
の
人

物
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
後
文
に
お
い
て
、
婦
茂
が
止
公
に
関
す
る
君
民
の
命

令
を
伝
達
し
た
こ
と
を
承
け
て
調
生
が
君
氏
・
婦
氏
に
大
璋
等
を
警
報
し
た

り
、
召
講
説
が
そ
の
命
令
を
実
行
す
る
と
誓
言
し
た
こ
と
を
承
け
て
稠
生
が

召
伯
虎
に
瑛
圭
を
報
い
た
り
、
召
伯
虎
が
止
公
の
代
晒
し
た
裁
判
の
結
果
を

稠
生
に
報
告
し
た
り
、
そ
の
報
告
を
聞
い
て
稠
生
が
召
伯
爵
に
壁
を
報
い
た

り
し
て
い
る
こ
と
の
全
て
が
説
明
で
き
な
く
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
止
公
を

凋
生
と
解
す
れ
ば
、
君
茂
・
三
無
・
歓
伯
虎
が
し
た
行
為
・
命
令
は
群
生
の

た
め
の
行
為
・
命
令
と
な
り
、
凋
生
の
行
動
は
そ
れ
に
礼
意
を
こ
め
て
報
い

た
行
動
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
全
て
合
理
的
に
説
明
が
つ
く
。
本
宗
で
あ

る
君
氏
・
召
伯
虎
が
小
回
の
稠
生
を
止
公
と
敬
称
す
る
の
は
称
謂
と
し
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

不
適
当
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
師
餐
段
銘
に
「
洪
才
周
、
各
子
大

室
、
即
立
、
宰
凋
生
内
、
右
師
髪
（
王
、
周
に
在
り
。
大
室
に
格
り
、
位
に

即
く
。
宰
筆
生
、
剰
り
て
、
師
笈
を
右
く
）
」
と
あ
り
、
笹
生
が
当
時
、
周

王
室
の
宰
と
い
う
極
め
て
高
い
官
職
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
見
る
と
、
決
し
て

あ
り
得
な
い
称
謂
で
は
な
い
。

　
「
僕
塵
土
田
」
の
僕
章
は
不
詳
。
こ
の
語
は
孫
虎
牙
・
王
国
維
以
来
、
附

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

庸
と
解
さ
れ
て
き
た
が
、
一
九
八
一
年
出
土
の
逆
鐘
に
「
用
敦
予
公
室
僕
庸

・
専
業
・
小
子
・
室
家
（
用
て
公
室
の
僕
庸
・
匝
妾
・
小
子
・
室
家
を
敏
べ

よ
）
し
と
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
最
近
は
あ
る
種
の
人
を
意
味
す
る
語
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
後
述
）
。
私
は
自
分
な
り
の
結

論
を
出
し
て
い
な
い
の
で
、
欠
講
と
す
る
。
土
田
は
、
耕
地
だ
け
で
な
く
、

山
林
を
も
含
む
土
地
の
こ
と
。

　
「
多
諌
」
の
諌
は
、
六
年
稠
生
翠
蓋
の
「
導
管
稟
貝
、
用
獄
諌
為
白
」
と

い
う
用
例
か
ら
見
て
、
勝
事
と
関
係
の
あ
る
動
詞
、
す
な
わ
ち
争
・
訟
の
義

で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
事
実
、
諌
は
『
説
文
解
字
』
三
上
・
福
部
に
「
諌
、

数
諌
早
」
と
説
解
し
て
い
る
が
、
こ
の
融
解
は
、
『
広
雅
』
釈
詰
一
に
「
数
、

訟
、
責
也
」
と
あ
り
、
同
・
釈
富
岳
に
「
諄
、
諌
也
」
と
あ
り
、
『
孝
経
』

諌
諏
「
天
子
有
藩
臣
七
人
」
の
注
に
「
争
謂
諌
也
」
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、

同
義
語
の
連
語
と
い
う
こ
と
で
、
争
・
訟
に
解
し
得
る
。

　
「
ざ
白
氏
認
許
」
の
ざ
は
、
『
説
文
平
字
』
八
上
・
人
部
に
「
代
、
更
也
、

以
人
、
ざ
声
」
と
あ
る
代
で
、
暑
氏
が
讃
評
に
、
余
に
代
っ
て
、
と
代
役
を
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指
示
し
た
語
で
あ
る
。
白
（
伯
）
氏
は
、
諸
家
い
ず
れ
も
召
伯
虎
を
指
す
と

解
す
る
。
私
見
も
同
じ
。
黙
許
に
つ
い
て
は
、
上
記
二
二
を
は
じ
め
諸
家
い

ず
れ
も
「
縦
許
」
と
解
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
文
義
に
合
わ
な
い
。
裁
判

関
係
金
文
中
に
散
見
す
る
動
詞
の
許
を
、
松
丸
道
雄
氏
は
「
法
廷
で
証
雷
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

る
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
解
し
て
い
る
が
、
従
許
の
許
は
恐
ら
く
こ
れ
で
あ

ろ
う
。
た
だ
、
従
許
の
場
合
は
名
詞
な
の
で
、
裁
判
の
時
に
互
い
に
反
論
・

応
酬
し
合
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
裁
判
そ
の
も
の
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
許
は
、
『
説
文
解
字
』
三
上
・
言
部
に
「
許
、
聴
也
」
と
あ
り
、
『
呂
氏

春
秋
』
知
士
覧
「
三
日
浅
野
」
の
注
に
「
聴
、
許
」
と
あ
る
よ
う
に
、
聴
と

互
訓
ず
る
。
そ
の
互
訓
ず
る
聴
に
、
『
尚
書
大
伝
』
「
諸
侯
不
同
聴
」
の
注
に

「
聴
、
議
獄
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
議
獄
と
い
う
義
が
あ
る
の
で
、
許
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

同
様
の
義
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
は
、
下
士
銘
に
「
従
獄
」
と
あ
る

従
と
同
例
で
あ
る
。

　
「
公
宕
其
参
、
女
童
宕
書
信
、
公
宕
其
弐
、
女
男
宕
其
一
」
の
公
は
止
公

（
稠
生
）
を
指
し
、
女
は
櫛
目
（
孫
伯
爵
）
を
指
す
。
宕
は
訴
の
仮
借
で
あ

る
。
其
は
上
文
の
多
諫
を
指
し
て
い
る
の
で
、
其
参
・
其
弐
・
其
一
は
多
く

の
争
訟
の
う
ち
の
三
件
・
二
件
・
一
件
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
以
上
の
私
見

の
う
ち
最
も
問
題
と
な
る
の
は
、
宕
を
訴
の
仮
借
と
す
る
解
釈
で
あ
る
と
思

う
の
で
、
こ
の
こ
と
を
音
と
用
例
の
二
面
か
ら
証
明
し
て
お
こ
う
。

　
ま
ず
、
宕
と
訴
の
通
仮
関
係
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
宕
は
、
『
説
文
解
字
』

三
上
・
言
部
に
「
杁
｛
、
傷
声
」
と
あ
る
が
、
字
の
構
成
か
ら
見
て
、
本
来

は
「
杁
｛
、
石
声
」
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
許
慎
が
伝
声
と
し
て
い
る
の

は
、
巌
訂
す
で
に
宕
の
音
が
読
声
（
二
部
、
雷
音
）
か
ら
同
類
の
暢
声
（
薗

部
、
青
音
）
に
玉
転
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
訴
は
『
説
文
解
字
』

三
上
・
言
部
に
「
杁
言
、
廣
声
」
と
あ
る
。
こ
の
訴
を
摩
（
斥
）
声
と
す
る

許
慎
の
説
解
は
、
『
広
軌
』
『
韻
鏡
』
等
に
記
す
中
世
の
音
か
ら
見
る
と
正
し

く
な
い
よ
う
に
思
え
る
が
、
近
出
の
『
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
』
語
書
に
「
是
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

善
斥
事
、
喜
争
書
」
と
あ
っ
て
、
斥
を
訴
の
仮
借
と
し
て
使
用
し
て
い
る
の

で
、
古
音
を
忠
実
に
伝
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
宕
は
石
声
、

訴
は
罵
声
に
従
う
字
で
あ
る
が
、
こ
の
石
声
と
斥
声
は
、
次
に
示
す
よ
う
な

関
係
に
あ
る
。

　
a
『
説
文
解
字
』
六
上
・
木
部
に
「
棚
、
判
也
、
杁
木
、
頭
声
、
落
日
、

　
　
重
門
撃
棚
」
と
あ
り
、
同
・
木
部
に
「
櫟
、
行
夜
所
撃
木
、
杁
木
、
漿

　
　
声
」
と
あ
る
の
で
、
旗
（
斥
）
声
と
藁
声
は
同
音
通
仮
す
る
。
そ
の
豪

　
　
は
同
じ
く
六
下
・
藥
部
に
「
嚢
、
嚢
也
、
指
揮
省
、
石
亀
」
と
あ
る
の

　
　
で
、
結
局
、
斥
声
と
悪
声
は
同
音
通
仮
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
b
『
経
典
釈
文
』
に
『
毛
詩
』
小
雅
・
斯
干
の
「
標
之
簗
藥
」
を
「
標
之

　
　
析
椋
」
に
作
る
本
が
あ
る
と
い
う
。

　
c
『
一
切
経
音
義
』
十
三
に
「
拓
」
の
古
文
と
し
て
「
豚
」
を
あ
げ
て
い

　
　
る
。
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d
『
漢
書
』
楊
雄
伝
説
に
「
何
諸
官
之
拓
落
也
」
と
あ
り
、
『
漢
書
』
武

　
　
帝
紀
の
「
踏
継
之
士
」
の
注
に
「
麻
者
、
瞬
落
無
検
漏
器
」
と
あ
っ
て
、

　
　
「
拓
落
」
は
「
訴
落
」
と
も
書
く
。

　
こ
の
四
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
石
殿
下
声
字
と
斥
声
眠
声
字
は
問
音
通

仮
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
両
譜
声
字
中
に
多
く
の
同
音
通
途
が
あ
る
こ
と

か
ら
見
て
、
宕
と
訴
も
も
と
も
と
は
通
分
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ

、
つ
。

　
次
は
用
例
で
あ
る
。
歯
周
金
文
中
に
は
宕
の
用
例
が
七
例
あ
る
。
そ
の
う

ち
三
例
は
両
陶
生
殴
銘
に
あ
り
、
他
の
四
例
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
⑨

　
a
戴
鍛
銘

　
　
請
文
母
、
競
敏
啓
行
、
休
宕
豚
心
、
永
嵩
置
身
、
（
朕
が
文
段
、
、
競
敏

　
　
啓
行
に
し
て
、
細
く
豚
の
心
を
蔭
り
、
永
く
豚
の
身
を
襲
う
）

　
　
　
　
⑩

　
b
域
鼎
銘

　
　
朕
文
考
甲
公
、
文
面
日
食
愛
東
、
則
尚
安
永
宕
二
子
威
心
、
安
永
血
温

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
が

　
　
身
、
（
朕
が
文
考
静
寧
、
文
母
語
庚
、
叔
休
に
し
て
、
則
ち
常
に
安
永

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か
　
　
　
　
な
　
が

　
　
く
乃
の
子
域
の
心
を
宕
り
、
安
永
く
域
の
身
を
襲
う
）

　
　
　
　
　
⑪

　
c
不
嬰
殴
銘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
き

　
　
女
呂
我
車
、
宕
伐
腋
藩
学
高
彫
、
（
汝
、
我
が
車
を
以
い
て
、
撮
貌
を

　
　
溶
卵
に
宕
還
せ
よ
）

　
　
　
　
⑫

　
d
墾
盆
銘

　
　
孕
邦
人
正
人
師
氏
人
、
庸
愚
又
故
、
廼
福
二
、
聖
女
、
廼
懇
宕
、
卑
復

　
　
慢
言
旗
君
鰍
師
、
廼
乍
余
一
人
省
、
（
邦
人
・
正
人
・
師
氏
人
に
干
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
　
學
有
り
故
有
り
て
、
廼
し
棚
を
□
す
れ
ば
、
女
に
即
け
。
平
し
縣
聾
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
な
は

　
　
て
、
臓
の
君
、
豚
の
師
を
覆
・
虐
・
逐
せ
し
む
る
あ
ら
ば
、
廼
ち
余
一

　
　
人
の
省
と
作
さ
ん
と
）

　
こ
の
う
ち
の
a
と
b
の
宕
は
、
天
上
に
在
る
母
、
あ
る
い
は
父
母
の
霊
が

域
の
心
に
働
き
か
け
る
作
用
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
同

じ
く
天
上
に
在
る
帝
が
王
季
の
心
に
働
き
か
け
る
作
用
を
記
し
て
い
る
『
毛

詩
』
大
雅
・
皇
　
の
「
下
畑
無
季
、
帝
度
其
心
」
の
度
（
集
伝
に
「
待
洛

反
」
と
い
う
）
の
意
で
使
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
本
稿
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

直
接
関
係
は
な
い
。
　
c
の
黒
黒
の
宕
は
、
號
季
子
口
悪
の
「
徳
伐
」
の
葡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

（
薄
）
が
『
広
雅
』
釈
詰
三
の
「
搏
、
繋
也
」
、
宗
周
鐘
の
「
戴
伐
」
の
鐵

（
撲
）
が
『
広
雅
』
釈
詰
三
の
「
撲
、
撃
也
」
と
解
す
の
と
問
様
に
、
『
百

韻
』
に
「
揖
、
昌
石
切
、
音
尺
、
撃
也
」
と
あ
る
折
の
字
義
で
解
す
べ
き
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
上
記
し
た
よ
う
に
石
鼓
嘉
暦
字
が
斥
声
譜
声
字
に
通
仮

し
て
い
た
こ
と
を
示
す
好
例
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
よ
り
も
も
っ
と
重
要
な
の
は

d
の
宕
で
、
こ
れ
は
五
年
稠
生
毅
の
三
例
と
同
様
、
訴
の
仮
借
と
し
て
解
さ

ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
d
の
銘
文
は
、
意
訳
す
る
と
、
「
邦
人
・
正

人
・
師
氏
人
に
犯
罪
や
争
訟
が
あ
っ
て
、
も
し
同
僚
を
□
（
意
義
不
明
）
し

た
な
ら
ば
、
汝
の
も
と
で
決
着
を
つ
け
よ
。
も
し
懇
宕
し
て
自
分
の
愚
論
や
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師
長
を
覆
冒
・
苛
虐
・
放
逐
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
余
自
身
の
手

で
処
罰
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
な
る
。
こ
の
意
訳
に
沿
っ
て
「
蘇
宕
」
と
い
う

語
を
考
え
る
と
、
懇
宕
は
、
裁
判
と
関
係
が
あ
り
、
し
か
も
邦
人
・
正
人
・

師
氏
人
な
ど
の
下
弓
・
下
僚
が
自
分
の
邦
君
・
師
長
を
覆
冒
・
苛
虐
・
放
逐

す
る
よ
う
な
結
果
を
招
く
よ
う
な
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
二
つ

の
条
件
を
満
足
さ
せ
る
行
為
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
下
臣
・
下
僚

が
自
分
の
上
長
を
さ
ら
に
上
級
の
者
に
訴
え
る
喩
訴
・
越
訴
以
外
に
は
考
え

ら
れ
な
い
。
事
実
、
蘇
と
鍮
は
通
仮
（
懇
と
遙
は
古
今
同
音
で
あ
り
、
『
漢

書
』
総
湯
伝
に
「
喩
露
都
頼
」
の
注
に
「
直
読
日
遙
」
と
あ
る
の
で
、
鍮
と

鑛
は
通
仮
す
る
）
す
る
の
で
、
宕
を
訴
の
仮
借
と
す
れ
ば
、
懇
宕
は
鍮
訴
と

解
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
評
説
を
岩
壁
と
解
し
た
場
合
、
そ
の
よ
う
な
事
実
が

西
周
時
代
に
存
在
し
た
か
否
か
が
問
題
と
な
る
が
、
幸
い
な
こ
と
に
、
近
古

　
　
　
⑮

の
盤
匝
銘
に
そ
の
例
が
あ
る
の
で
、
傍
証
と
し
て
あ
げ
て
お
こ
う
。

　
　
白
揚
父
廼
成
賢
日
、
牧
牛
、
厳
、
乃
上
裁
、
女
敢
目
乃
至
訟
、
…
…
白

　
　
揚
父
廼
或
吏
牧
牛
重
日
、
自
今
、
余
敢
憂
乃
小
大
吏
、
乃
師
或
昌
加
階
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
あ

　
　
則
茎
蜂
便
千
蹴
擬
、
（
牙
彫
父
堕
ち
賢
を
成
し
て
響
く
、
牧
牛
よ
、
飯
、

　
　
乃
の
苛
甚
し
。
女
敢
て
乃
の
師
を
以
て
訟
ふ
。
…
…
伯
揚
父
廼
ち
牧
牛

　
　
を
し
て
誓
わ
使
め
て
曰
く
、
今
よ
り
、
余
、
敢
て
乃
の
専
大
の
吏
を
憂

　
　
（
和
）
ぐ
。
乃
の
師
、
女
を
以
て
告
ぐ
る
或
ら
ば
、
則
ち
乃
の
鞭
千
を

　
　
致
し
、
議
縷
せ
ん
と
。
）

　
こ
の
銘
に
よ
れ
ば
、
牧
牛
は
、
自
己
の
直
接
の
師
長
で
あ
る
籏
を
さ
ら
に

上
級
の
白
義
父
に
瞼
訴
し
た
が
、
苛
虐
甚
し
と
い
う
こ
と
で
敗
訴
、
反
っ
て
、

今
後
師
長
か
ら
訴
え
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
鞭
千
を
含
む
重
罰

を
課
せ
ら
れ
て
も
よ
い
、
と
誓
言
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
曲

馬
銘
に
い
う
、
師
寺
入
な
ど
の
下
瞭
が
自
己
の
師
長
を
転
置
に
よ
っ
て
苛
虐

し
た
行
為
で
あ
っ
て
、
前
述
の
蘇
宕
を
瞼
訴
と
解
す
べ
き
こ
と
を
事
実
に
よ

っ
て
証
明
し
て
い
る
。

　
④
余
罪
（
恵
）
干
早
旦
大
玉
（
輝
）
、
報
痛
（
婦
）
氏
繋
束
・
嚢
、

　
こ
の
ω
は
、
環
生
が
億
載
に
大
忌
、
婦
氏
に
吊
束
・
瑛
を
礼
物
と
し
て
献

幽
し
た
こ
と
を
い
う
。
余
は
凋
生
を
指
す
。
下
句
の
主
語
も
同
じ
。
今
仮
り

に
「
蛮
」
と
し
た
字
は
、
原
籔
で
は
ゑ
M
に
作
る
。
　
い
か
に
考
定
す
べ
き
か

不
弱
で
あ
る
が
、
蚕
を
漏
電
と
解
す
る
過
去
の
諸
説
に
従
い
、
恵
に
読
む
。

下
句
の
報
と
対
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
『
孟
子
』
膝
文
樹
上
に
「
分
人
以
財
、

謂
之
恵
」
と
い
う
恵
贈
の
義
で
あ
る
。
大
証
は
、
『
説
文
霜
降
』
一
上
・
玉

藍
に
「
無
籍
為
璋
」
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
大
型
の
半
圭
で
あ
る
。
吊
束
の

束
は
畠
布
の
単
位
で
、
一
束
（
二
百
尺
）
の
こ
と
。
瑛
は
『
説
文
解
字
』
一

上
・
玉
津
に
「
髄
、
半
壁
也
」
と
あ
る
。

　
⑤
懲
（
召
）
白
（
伯
）
嘉
日
、
余
毒
訊
、
戻
（
服
）
我
考
我
母
令
（
命
）
、

　
　
余
焔
書
函
（
乱
）
、
余
或
至
（
致
）
我
等
我
母
令
（
命
）
、

　
こ
の
㈲
は
、
福
伯
虎
が
君
氏
・
婦
氏
の
命
令
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
を
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凋
生
に
対
し
て
誓
約
し
た
語
で
あ
る
。

　
「
若
手
訊
」
の
余
は
当
然
、
召
伯
虎
の
自
称
で
あ
る
。
訊
は
聴
の
義
。

　
「
物
我
考
我
漂
着
」
　
の
戻
は
原
義
を
屠
に
作
る
。
　
六
年
老
生
段
銘
に
も

「
漢
令
」
と
あ
り
、
そ
の
原
籔
は
陰
に
作
る
。
今
、
後
者
に
従
い
、
戻
と

隷
諭
し
た
。
こ
の
字
は
、
過
去
、
籔
の
省
文
と
見
て
「
服
」
義
（
孫
論
譲
）
、

訊
と
連
語
と
し
て
「
順
」
義
（
白
川
静
）
な
ど
と
解
さ
れ
て
い
る
。
文
義
は
・

こ
れ
ら
で
も
通
じ
る
が
、
字
形
か
ら
見
る
と
、
林
上
浜
が

　
　
漢
原
濫
作
隅
屠
、
疑
為
夙
悪
声
之
形
声
字
。
金
文
中
「
亡
審
」
亦

　
　
作
「
亡
案
」
（
如
詣
毅
）
、
即
典
籍
之
「
劇
職
」
、
職
典
籍
多
訓
厭
、
厭

　
　
有
伏
義
、
亦
有
順
従
之
義
、

と
い
う
の
に
従
い
、
職
と
読
ん
で
服
義
に
解
す
る
の
が
よ
い
。
我
考
我
母
令

と
は
、
召
伯
虎
に
覇
生
の
代
訴
を
命
じ
た
③
の
君
氏
・
婦
琉
の
命
令
を
指
す
。

実
際
の
命
令
は
霜
囲
が
出
し
、
婦
氏
は
そ
の
命
令
を
伝
達
し
た
だ
け
で
あ
る

が
、
．
婦
氏
の
口
で
再
述
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
婦
氏
の
命
令
と
し
て
の
性
格

を
も
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
我
考
の
考
に
つ
い
て
少
し
言
及
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
考
と

い
う
称
謂
は
、
『
春
秋
公
羊
伝
』
隠
公
元
年
「
隠
露
払
也
」
の
注
に
「
生
特

高
、
死
隠
亡
」
と
あ
り
、
ま
た
『
釈
名
』
釈
喪
制
に
「
父
死
日
考
」
と
あ
る

な
ど
、
後
世
、
亡
父
に
対
す
る
称
謂
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
召
伯
虎

の
父
は
す
で
に
死
亡
し
た
も
の
と
し
て
、
こ
の
心
組
の
命
を
遺
命
と
し
て
扱

う
説
も
あ
る
。
し
か
し
、
林
漂
氏
も
い
う
ご
と
く
、
西
曲
金
文
中
に
は
父
も

考
も
死
称
と
し
て
使
用
（
例
証
は
き
わ
め
て
多
く
、
引
用
す
る
ま
で
も
な
い

で
あ
ろ
う
）
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
よ
う
な
称
謂
上
の
区
別
が
寝
言
郡
代
に
存

在
し
て
い
た
か
疑
問
で
あ
る
。

　
「
余
弗
敢
濁
」
の
　
繭
は
、
郭
沫
若
が
「
乱
」
に
読
ん
で
「
洋
弓
」
の
義
と

す
る
の
に
従
う
。
父
母
の
命
令
に
背
乱
し
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
「
余
或
至
我
考
義
母
令
」
の
或
は
有
、
至
は
致
に
読
む
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
句
は
、
召
中
本
が
、
本
訴
の
代
役
を
命
じ
た
君
氏
・
婦
氏
の
命
令
を
実

行
す
る
と
誓
約
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
⑥
稠
生
則
藍
（
礎
）
圭
、

　
こ
の
⑥
は
、
稠
生
が
召
伯
虎
の
誓
言
に
対
し
て
礼
物
を
献
録
し
た
こ
と
を

い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
⑰

　
篁
圭
の
藍
は
、
頚
鼎
・
善
夫
山
鼎
の
「
莞
章
（
遡
璋
ご
と
同
様
に
瑛
で
、

『
説
文
解
字
』
一
上
・
玉
璽
に
「
瑛
喩
、
美
玉
也
」
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、

美
玉
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
瑛
圭
と
は
美
玉
で
作
ら
れ
た
圭
の
こ
と
。

　
こ
の
⑥
に
は
動
詞
が
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
上
文
ω
の
「
恵
」
か

「
報
」
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
六
年
稠
生
殿
銘
に
お
い
て
、
召
伯
虎
が
代

訴
の
結
果
を
報
告
し
た
の
を
承
け
て
叢
生
が
壁
を
献
灯
し
た
時
に
は
「
報
」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
（
後
述
）
。
㈲
も
同
じ
稠
生
が
召
伯
虎
に
献
属
し
た
も

の
な
の
で
、
同
人
物
に
対
す
る
同
行
為
に
は
同
じ
動
詞
が
用
い
ら
れ
る
と
す
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西周後期の代訴記録（木村）

れ
ば
、
報
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
。

　
①
　
林
巳
奈
夫
『
殴
周
時
代
青
銅
器
の
研
究

　
　
一
九
八
四
年
。

図
版
隔
一
二
三
頁
、
吉
川
弘
文
館
、

②
　
大
系
、
録
一
五
三
。

③
　
『
考
古
』
一
九
七
九
年
第
一
期
、
二
四
頁
。

④
　
大
系
、
録
一
三
八
…
＝
鳳
九
。

⑤
　
　
『
考
古
与
文
物
』
一
九
八
一
年
第
一
期
、
一
〇
頁
。

⑥
　
松
丸
道
雄
「
西
周
後
期
社
会
に
み
え
る
変
輩
の
萌
芽
一
齊
鼎
銘
文
解
釈
問
題

の
初
歩
的
解
決
I
」
『
翻
齪
簾
東
ア
ジ
ア
史
に
お
け
・
農
民
と
三
家
』
四

　
二
頁
、
山
川
出
版
社
、
一
九
八
四
年
。

⑦
　
大
系
、
録
一
三
二
。

⑧
　
睡
虎
地
講
親
竹
簡
整
理
小
組
『
睡
虎
地
棊
墓
竹
簡
』
一
九
頁
、
文
物
出
版
社
、

　
一
九
七
八
年
。

⑨
　
　
『
文
物
』
～
九
七
六
年
第
六
期
、
五
九
頁
、
図
二
八
。

⑩
『
文
物
』
一
九
七
六
年
第
六
期
、
五
六
頁
、
図
；
～
、
五
九
頁
、
図
三
〇
、
五

　
八
頁
、
図
二
八
。

⑪
　
大
系
、
録
八
九
頁
。

⑫
　
注
⑦
に
同
じ
。

⑬
　
大
系
、
録
八
八
。

⑭
大
系
、
録
二
五
。

⑮
『
文
物
』
一
九
七
六
年
第
五
期
、
四
三
頁
、
図
三
〇
、
閥
二
頁
、
図
二
四
。

⑯
大
系
、
録
四
五
。

⑰
『
文
物
』
一
九
六
五
年
第
七
期
、
二
｛
買
、
図
六
。

三
　
穴
年
調
生
般
銘

住
生
ハ
』
ヰ
四
月
甲
子
王
才
肇

震
白
虎
告
聞
余
告
慶
日
公

豚
稟
貝
用
獄
諌
為
白
又
幽
南

又
成
亦
我
考
幽
白
塗
姜
令

余
深
履
余
昌
邑
通
有
襯
余

典
勿
敢
封
三
余
既
訊
有
嗣

灘講犠
難聾繍

灘
磯

謹
羅
灘
雛
籍
藻
欝
鍵

．
騰
蝉

六年凋生殴銘拓本
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日
三
三
今
余
既
一
名
三
献

白
氏
則
報
腰
細
生
奉
揚
朕

宗
君
其
休
用
乍
毛
刺
憂
事

公
嘗
殴
其
万
年
子
≧
孫
宝
用

享
孟
宗

　
右
は
六
年
凋
生
殴
銘
の
全
文
で
あ
る
。
十
一
行
、
各
行
十
字
。
全
字
数
百

四
字
。
た
だ
し
、
重
文
を
一
宇
含
む
。
五
年
稠
生
頭
銘
に
続
け
、
ω
一
㈱
に

分
け
て
、
順
次
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
⑦
佳
（
維
）
　
六
年
四
日
月
田
ー
エ
J
、
　
王
才
（
｛
仕
）
葬
、

　
こ
の
⑦
は
、
召
雨
虎
が
代
訴
の
結
果
等
を
報
告
し
た
日
に
つ
い
て
の
紀
年

紅
玉
で
あ
る
。

　
召
盤
割
が
代
訴
を
誓
雷
し
た
ω
の
「
五
年
正
月
己
丑
」
か
ら
こ
の
「
六
年

四
月
甲
子
」
ま
で
は
一
年
三
ケ
月
余
り
で
あ
る
。
こ
の
訴
訟
期
間
が
嘉
時
と

し
て
は
長
か
っ
た
の
か
短
か
か
っ
た
の
か
は
不
明
。

　
「
王
才
聾
」
の
才
は
在
、
藝
は
葬
京
で
あ
る
。
こ
れ
は
六
年
四
月
甲
子
の

目
に
周
王
が
葬
京
に
滞
在
し
て
い
た
こ
と
を
い
う
も
の
で
、
西
周
金
文
薄
鈍

の
紀
年
紀
日
法
の
一
部
で
あ
る
。

　
⑧
盧
（
召
）
白
（
伯
）
申
告
日
、
余
告
慶
、
日
、
跳
腰
（
之
）
稟
貝
、
用

　
　
獄
諌
（
争
）
為
白
（
伯
）
、
又
（
有
）
畠
（
定
）
又
（
有
）
成
、
亦
我

　
　
考
幽
白
（
伯
）
幽
姜
令
（
命
）
、
余
告
慶
、

　
「
召
伯
虎
告
臼
」
は
「
献
白
氏
」
ま
で
か
か
る
。
福
伯
虎
が
調
生
に
代
訴

の
結
果
と
そ
の
後
の
処
理
に
つ
い
て
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
長
す
ぎ
る

の
で
、
便
宜
上
、
⑧
i
⑬
に
分
け
た
。

　
「
余
告
慶
」
の
余
は
鴇
伯
虎
の
自
称
、
慶
は
慶
祝
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

句
は
代
訴
の
勝
訴
を
慶
祝
し
た
も
の
で
、
我
国
で
い
う
「
お
慶
び
申
し
上
げ

ま
す
」
に
相
当
す
る
。

　
「
田
〕
は
鼻
端
を
改
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
公
籔
稟
貝
」
の
公
は
五
年
凋
生
殴
銘
の
「
止
公
」
、
す
な
わ
ち
珊
生
を

指
す
。
厭
は
、
『
尚
書
』
無
逸
「
自
時
厭
後
」
の
豚
と
同
様
に
之
に
読
む
。

た
だ
し
、
　
こ
こ
で
は
主
格
を
表
わ
す
。
稟
は
、
『
漢
書
』
礼
楽
志
「
天
心
其

性
」
の
注
に
「
稟
謂
給
授
也
扁
、
『
准
南
子
』
原
道
「
稟
受
無
形
」
の
注
に

「
稟
、
給
也
」
と
あ
る
給
授
の
義
で
あ
る
。
貝
に
つ
い
て
は
、
白
川
静
・
林

下
両
氏
と
も
『
周
礼
』
大
司
憲
に

　
　
以
両
造
禁
民
訟
、
入
塵
藻
露
塵
、
然
後
聴
之
、
以
両
剤
禁
篭
獄
、
入
鈎

　
　
金
三
日
食
致
於
朝
、
然
後
聴
毛
、

と
あ
る
「
束
矢
」
「
訳
者
」
に
相
当
す
る
も
の
と
解
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に

従
う
。
訴
訟
の
費
用
と
し
て
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

句
は
、
童
生
が
召
伯
虎
に
白
金
と
し
て
貝
を
あ
ら
か
じ
め
渡
し
て
い
た
こ
と

を
い
う
。
五
年
凋
生
段
銘
に
は
早
生
が
召
伯
虎
に
貝
を
給
授
し
た
こ
と
に
つ
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い
て
の
明
文
は
な
い
が
、
代
筆
を
し
て
も
ら
う
以
上
、
訴
訟
に
か
か
る
費
用

を
そ
の
毫
事
老
が
あ
ら
か
じ
め
提
供
し
て
お
く
の
は
蓋
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
「
堅
守
諌
為
書
」
の
諌
は
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
争
の
義
で
読
む
。
為
白

に
関
し
て
は
、
「
伯
と
為
る
」
と
読
ん
で
、
九
命
の
伯
に
任
命
さ
れ
た
（
楊

樹
達
）
、
「
伯
の
為
」
と
読
ん
で
、
伯
（
稠
生
）
の
た
め
に
争
訟
し
た
　
（
林

漂
）
、
「
為
伯
」
と
読
ん
で
、
理
官
の
名
（
白
川
静
）
な
ど
と
解
す
る
説
が
あ

る
が
、
私
は
、
争
訟
の
相
手
の
名
と
解
し
た
い
。
そ
の
方
が
文
義
が
通
じ
る

か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
句
は
、
覇
生
か
ら
あ
ら
か
じ
め
渡
さ
れ

た
貝
を
裁
判
費
用
と
し
て
用
い
、
為
伯
と
争
訟
を
し
た
、
と
い
う
意
味
で
あ

る
。　

「
又
鴇
又
成
」
の
二
つ
の
又
は
い
ず
れ
も
有
の
仮
借
。
幽
南
は
、
『
魏
三
体

石
経
』
君
爽
に
よ
れ
ば
、
抵
の
古
文
で
あ
る
。
郭
沫
若
が
底
と
読
み
、
定
に

通
ず
る
と
し
て
い
る
の
に
従
う
。
定
に
は
、
『
准
南
子
』
天
文
訓
「
秋
分
禁

定
」
の
注
に
「
定
者
成
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
成
の
義
が
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
有
定
と
有
成
は
同
義
の
対
文
で
あ
る
。
有
成
は
西
焼
金
文
中
に
数
見
す

　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か
り
ご
と

る
語
で
、
宗
周
鐘
の
「
朕
猷
又
成
亡
競
（
朕
が
猷
、
成
る
有
り
て
競
う
亡

　
　
　
　
　
②

し
）
」
、
史
類
殴
の
「
休
結
成
事
（
事
成
る
有
る
を
平
せ
ら
る
）
」
な
ど
に
よ

れ
ば
、
物
事
の
成
就
・
成
功
を
表
わ
す
語
で
あ
っ
た
ら
し
い
ゆ
有
定
有
成
の

場
合
も
同
様
の
語
義
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
争
訟
の
目
的
を
成
就
し
た
、
す

な
わ
ち
勝
訴
を
得
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
上
文
・
下
文
に

余
告
慶
と
あ
る
の
は
、
勝
訴
を
得
た
こ
と
に
対
す
る
慶
祝
で
あ
ろ
う
。

　
「
亦
我
考
量
白
幽
姜
令
」
は
、
古
記
虎
が
、
代
訴
は
畢
生
か
ら
の
依
頼
に

よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
亦
、
父
の
幽
伯
と
母
の
幽
姜
の
命
令
に
も
と

つ
く
も
の
で
も
あ
っ
た
、
と
述
べ
た
語
で
あ
る
。
幽
伯
、
幽
姜
が
生
称
か
死

称
か
は
不
明
。
幽
某
・
穆
某
と
い
う
称
謂
は
、
濫
悪
金
文
の
一
般
的
傾
向
や

『
周
書
』
論
法
な
ど
に
よ
れ
ば
死
出
で
あ
る
が
、
少
数
で
は
あ
る
が
、
「
穆

　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
④

公
」
（
盤
方
尊
）
「
武
公
」
（
禺
鼎
）
の
ご
と
く
明
ら
か
に
生
人
と
わ
か
る
場

合
に
も
こ
の
よ
う
な
称
謂
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
生
見
か
死
称
か
の
判

断
が
つ
け
ら
れ
な
い
。
五
年
凋
生
殴
銘
の
場
合
は
君
氏
・
婦
氏
と
も
に
生
人

で
あ
る
が
、
そ
れ
か
ら
一
年
三
ケ
月
余
も
経
過
し
て
お
り
、
老
齢
の
両
人
が

そ
の
間
に
死
去
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
判
断
を
保
留
し
て
お

く
。　

「
余
計
慶
」
は
重
ね
て
慶
び
を
告
げ
た
語
で
あ
る
。

　
⑨
余
昌
（
以
）
起
筆
有
飼
、
余
典
、
勿
敢
封
、

　
こ
の
⑨
は
、
召
照
照
が
勝
訴
後
の
処
置
に
つ
い
て
囲
碁
に
指
示
し
た
内
容

を
記
し
て
い
る
。

　
「
余
画
邑
訊
有
嗣
」
の
邑
は
、
争
訟
の
対
象
と
な
っ
た
稠
生
の
邑
を
指
す
。

五
年
叢
生
齪
銘
で
は
、
こ
の
邑
に
関
す
る
争
訟
が
「
僕
璽
土
田
」
に
関
す
る

争
訟
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
逆
馬
出
土
以
来
、
問
題
と

な
っ
て
い
る
、
僕
璽
が
人
か
附
庸
か
を
考
え
る
上
で
極
め
て
重
要
な
事
実
で

89 （241）



あ
る
。
過
去
の
僕
繭
に
関
す
る
議
論
で
は
こ
の
こ
と
は
全
く
考
慮
に
入
れ
ら

れ
て
い
な
い
の
で
、
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
訊
は
訊
告
。
有
鯛
は
天
子
の
有

　
　
　
　
　
　
⑤

嗣
で
、
五
祀
衛
鼎
銘
な
ど
に
見
え
る
参
有
飼
等
を
い
う
。

　
「
余
典
、
勿
敢
封
」
は
召
葉
叢
が
有
鯛
に
指
示
し
た
語
で
あ
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
「
余
事
法
典
、
不
堪
封
事
」
（
桐
畠
済
）
、
「
典
隠
所
受
之
命
冊
、

勿
敢
識
者
、
謂
不
霊
封
黒
蟻
天
府
」
（
郭
沫
若
）
、
「
そ
の
こ
と
を
文
書
化
し
、

な
お
春
夢
の
要
が
あ
る
の
で
封
遣
し
て
い
な
い
」
（
白
川
静
）
、
「
私
は
土
田

の
数
量
を
記
録
し
た
文
書
を
持
っ
て
い
る
が
、
（
ま
だ
定
論
が
な
い
の
で
）

そ
の
副
本
を
官
府
に
封
存
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
」
（
林
漂
）
な
ど
と
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
の
解
釈
も
納
得
し
難
い
。
私
は
、
典
は
偲
生
母
銘

の
「
鋳
保
段
、
用
典
格
白
田
（
保
段
を
鋳
し
、
用
て
幽
翠
の
田
を
典
す
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
典
で
、
文
書
に
記
録
す
る
と
い
う
意
の
動
詞
、
封
は
散
導
出
銘
な
ど
土
地

関
係
金
文
に
見
え
る
紫
黒
を
出
定
す
る
と
い
う
意
味
の
動
詞
で
、
「
余
は
典

す
る
の
み
、
敢
て
封
ず
る
勿
か
れ
」
と
読
み
、
召
伯
虎
が
、
自
分
は
代
置
し

て
い
る
の
で
、
判
決
確
定
後
の
邑
の
田
・
人
を
実
地
検
分
し
、
そ
れ
を
記
録

し
た
文
書
が
欲
し
い
、
だ
か
ら
そ
れ
だ
け
を
作
製
し
、
そ
れ
以
上
の
行
為
で

あ
る
封
畷
は
し
な
い
よ
う
に
、
と
指
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
し
た
い
。
五

　
　
⑧

祀
衛
淫
婦
に
よ
る
と
、
裁
判
に
決
着
が
つ
き
、
敗
訴
者
が
勝
訴
者
に
土
地
を

引
き
渡
す
場
合
に
は
、
参
有
蛮
土
の
立
ち
合
い
の
も
と
で
、

　
a
引
き
渡
す
田
土
の
実
地
検
分

　
b
田
土
耕
作
者
の
居
住
地
の
確
認

　
c
田
土
の
封
醸

の
順
で
田
土
の
引
き
渡
し
が
行
な
わ
れ
、
次
い
で
、
双
方
の
閣
係
者
に
よ
る

墾
宴
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
六
年
凋
生
計
銘
の
場
合
も
本
来
な
ら
同
様
の
順

で
争
訟
後
の
処
置
が
な
さ
れ
た
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
代
訴
と
い
う
特
殊
事
情

か
ら
、
実
地
検
分
と
そ
れ
に
も
と
つ
く
文
書
作
製
の
み
が
な
さ
れ
、
最
も
大

事
な
封
彊
は
後
日
、
当
事
者
で
あ
る
現
生
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
封
彊
の
よ
う
な
微
妙
な
問
題
は
、
た
と
え
大
宗
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

本
人
の
確
認
・
承
諾
な
し
に
勝
手
に
行
な
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。

　
⑩
今
電
撃
訊
、
有
飼
日
、
漢
（
服
）
令
（
命
）
、
自
余
既
一
（
尽
）
名
（
銘
）

　
　
典
、
献
白
（
伯
）
氏
、

　
「
今
余
既
訊
」
の
訊
は
聴
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
句
は
、
指
示
通
り
文
書

が
作
製
さ
れ
た
か
否
か
を
訊
ね
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
「
有
鰯
日
」
以
下
は
そ
れ
に
対
す
る
有
飼
の
返
事
で
あ
る
。
諸
家
い
ず
れ

も
「
厘
令
」
の
み
を
返
事
と
す
る
が
、
文
義
か
ら
見
て
、
「
献
白
琉
」
ま
で

を
返
事
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。

　
「
厘
令
」
の
戻
は
五
年
蒲
生
殴
銘
㈲
の
厘
と
同
様
に
服
の
義
で
読
む
。
令

（
命
）
は
、
上
文
⑨
の
「
余
典
、
勿
敢
封
」
を
指
す
。

　
「
今
余
既
一
名
典
」
の
余
は
有
嗣
の
自
称
。
一
は
、
楊
樹
達
が
「
尽
」
と
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読
ん
で
い
る
の
が
よ
い
。
名
は
、
諸
家
い
ず
れ
も
「
署
名
」
「
簸
押
」
等
に

解
し
て
い
る
が
、
銘
の
初
寒
で
、
銘
記
す
る
と
い
う
意
味
の
動
詞
と
す
る
べ

き
で
あ
る
。
典
は
、
こ
こ
で
は
名
詞
で
、
文
書
を
い
う
。
文
書
が
金
町
で
あ

っ
た
か
、
上
引
し
た
棚
生
殴
の
よ
う
に
鼻
器
で
あ
っ
た
か
は
不
明
。
こ
の
句

は
、
実
地
検
分
を
し
て
、
す
で
に
必
要
事
項
を
尽
く
銘
記
し
た
文
書
を
作
製

し
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
「
献
白
馬
」
の
白
（
伯
）
氏
は
召
伯
虎
を
指
す
。
作
製
し
た
文
書
を
召
伯

虎
に
引
き
渡
す
こ
と
を
い
う
。
こ
の
文
書
は
、
こ
の
召
五
器
の
報
告
と
と
も

に
稠
生
に
渡
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
⑪
則
報
壁
、

　
こ
の
句
の
主
語
は
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
芝
生
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
明
白

な
の
で
省
略
さ
れ
て
い
る
。
召
下
虎
が
代
訴
を
し
、
争
訟
後
の
処
置
を
し
、

か
つ
有
鯛
か
ら
受
け
取
っ
た
文
書
を
送
り
届
け
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
、
稠

生
が
壁
で
以
て
報
い
た
の
で
あ
る
。

　
⑫
瑚
生
奉
揚
朕
宗
君
其
（
之
）
休
、
用
乍
（
作
）
朕
刺
（
烈
）
且
（
祖
）

　
　
豊
（
召
）
公
嘗
殴
、
其
万
年
、
子
≧
孫
、
宝
用
、
享
干
宗
、

　
こ
の
⑫
　
は
、
蔓
生
が
宗
君
の
恩
籠
に
揚
え
て
烈
祖
召
公
の
嘗
殴
を
作
る
こ

と
を
い
う
。
西
周
金
文
に
常
見
す
る
衷
現
で
あ
る
が
、
一
般
に
「
対
揚
」
と

し
て
い
る
と
こ
ろ
を
「
奉
揚
」
と
し
て
い
る
点
が
耳
隠
と
異
な
る
。
こ
こ
に

い
う
宗
霜
は
召
伯
虎
に
代
訴
を
命
じ
た
君
氏
を
指
す
。
烈
祖
影
野
に
つ
い
て

は
、
諸
家
い
ず
れ
も
召
公
爽
を
指
す
と
解
し
て
い
る
。
こ
れ
に
従
う
。

の
嘗
は
、
白
川
静
氏
の
い
う
ご
と
く
、
祭
名
で
あ
ろ
う
。

嘗
殿

①
大
系
、
録
二
五
。

②
　
大
系
、
録
四
〇
。

③
『
文
物
参
考
資
料
』
一
九
五
七
年
第
四
期
、
八
頁
。

④
予
省
吾
『
円
周
金
文
録
遺
』
九
九
、
～
九
五
七
年
。

⑤
　
注
⑧
参
照
。

⑥
大
系
、
録
六
四
。

⑦
大
系
、
録
一
二
七
。

⑧
　
五
窪
窪
鼎
銘
（
『
文
物
』
一
九
七
六
年
第
五
期
、
三
八
頁
、
図
一
五
）
の
土
地

　
引
ぎ
渡
し
に
関
す
る
部
分
は

　
　
廼
令
参
有
飼
、
飼
土
邑
人
越
、
嗣
馬
顛
人
邦
、
嗣
工
附
矩
、
内
史
寺
甥
、
帥

　
　
履
炎
衛
属
田
四
田
、
廼
舎
寓
干
豚
酪
、
豚
逆
彊
翠
属
田
、
豚
東
彊
翠
散
田
、

　
　
豚
豪
彊
掌
散
照
睾
政
調
田
、
厭
西
彊
睾
属
国
、
聖
君
罵
禦
付
炎
島
田
、
属
叔

　
　
子
夙
・
属
有
嗣
二
季
・
慶
癸
・
臨
表
・
自
国
敢
・
井
人
偶
属
・
衛
小
子
者
其

　
　
郷
絃
、

　
と
な
っ
て
い
る
。四

　
お
　
わ
　
り
　
に

以
上
の
所
論
に
も
と
づ
い
て
五
年
置
生
翻
身
と
六
年
凋
生
殿
銘
を
読
み
下

す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
維
れ
五
年
正
月
己
丑
、
早
生
、
事
有
り
。
召
来
り
て
事
に
合
（
会
）

　
す
。
余
、
婦
氏
に
献
ず
る
に
壼
を
以
て
す
。
蒼
く
、
「
君
氏
の
命
を
以
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て
曰
く
、
『
余
は
老
い
た
り
。
止
公
の
僕
璽
土
田
に
は
諌
（
争
）
多
し
。

　
代
り
て
伯
氏
が
許
に
従
へ
。
公
が
其
の
参
を
宕
（
訴
）
へ
ば
、
汝
は
則

　
ち
其
の
弐
を
宕
（
訴
）
へ
よ
。
公
が
其
の
弐
宕
を
（
訴
）
へ
ば
、
汝
は

　
則
ち
其
の
一
を
宕
（
訴
）
へ
よ
』
と
」
と
。
余
、
君
氏
に
大
型
を
恵
七
、

　
婦
氏
に
嵩
東
・
環
を
報
ず
。
召
伯
虎
旧
く
、
「
余
、
既
に
訊
き
、
我
が

考
我
が
母
の
命
に
厘
（
服
）
せ
り
。
余
、
敢
て
乱
さ
ず
。
余
、
我
が
考

　
我
が
母
の
命
を
致
す
或
ら
む
」
と
。
稠
生
則
ち
理
圭
を
も
っ
て
す
。

　
　
維
れ
六
年
四
月
甲
子
、
王
、
蒙
に
在
り
。
　
蓬
蓬
虎
告
げ
て
曰
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ま

　
「
余
、
慶
を
告
ぐ
。
曰
く
、
公
の
藥
ひ
し
貝
、
用
て
画
伯
と
獄
諌
（
争
）

　
す
。
砥
（
定
）
有
り
成
有
り
。
亦
た
我
が
考
量
伯
・
幽
姜
の
命
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

　
余
、
慶
を
告
ぐ
。
余
、
邑
を
以
て
有
鰯
に
訊
ぐ
、
『
余
は
蝕
す
る
の
み
、

　
敢
て
封
ず
る
勿
か
れ
』
と
。
今
、
余
、
既
に
聴
く
。
有
理
曰
く
、
『
命

　
に
戻
（
服
）
せ
り
。
今
、
余
、
既
に
一
（
尽
）
く
典
に
銘
ぜ
り
。
伯
氏

　
に
献
ず
』
」
と
。
則
ち
壁
を
報
ず
。
蓬
生
、
朕
が
宗
匠
の
休
に
奉
揚
し
、

　
用
て
朕
が
蕪
骨
召
公
の
嘗
毅
を
作
る
。
其
れ
万
年
、
子
々
孫
ま
で
、
宝

　
蝕
し
て
、
宗
に
享
せ
。

そ
の
大
意
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
属
王
の
五
年
正
月
己
丑
の
日
、
稠
生
の
処
で
祭
事
が
あ
り
、
下
家
の

　
人
々
が
そ
の
祭
事
に
参
会
し
た
。
余
（
稠
生
）
は
婦
氏
（
召
椎
弓
の

　
母
）
に
壷
を
献
上
し
た
。
婦
氏
が
壮
盛
（
召
幽
境
の
父
）
の
命
令
を
伝

達
し
て
い
う
、
「
余
（
商
議
）
は
年
老
い
て
物
事
を
処
理
で
き
な
く
な

ウ
た
。
い
ま
止
公
（
漆
生
）
の
叢
叢
土
田
に
は
争
訟
が
多
く
困
っ
て
い

る
。
だ
か
ら
余
に
代
っ
て
伯
氏
（
召
伯
虎
）
が
代
曝
し
て
や
れ
。
（
も

し
争
訟
が
五
件
あ
り
）
公
（
稠
生
）
が
自
ら
そ
の
う
ち
の
三
件
を
訴
え

る
の
で
あ
れ
ば
、
汝
（
召
白
虎
）
は
二
件
を
代
訴
し
、
（
争
訟
が
三
件

あ
り
）
公
自
身
が
二
件
を
訴
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
汝
は
一
件
を
代
訴
せ

よ
」
と
。
余
（
凋
生
）
は
命
令
老
の
君
氏
に
大
盤
を
、
益
益
老
の
婦
氏

に
畠
一
束
と
瑛
を
献
過
し
て
謝
意
を
表
し
た
。
次
い
で
、
召
伯
州
が
い

う
、
「
余
は
す
で
に
我
が
父
・
母
の
命
令
を
聞
き
、
そ
れ
に
服
し
て
い

る
。
余
は
命
令
に
背
乱
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
余
は
我
が
父
・

母
の
命
令
を
滞
り
な
く
実
行
す
る
つ
も
り
だ
」
と
。
余
（
稠
生
）
は
召

伯
虎
に
瑳
圭
を
献
報
し
て
謝
意
を
表
し
た
。

　
（
一
年
三
ヶ
月
余
過
ぎ
た
）
属
王
の
六
年
四
月
甲
子
の
日
。
こ
の
日
、

王
は
種
苗
に
滞
在
し
て
い
た
。
召
伯
虎
が
代
訴
の
結
果
を
報
ら
せ
て
い

う
、
「
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。
公
（
桜
煮
）
よ
り
給
わ
っ
た
貝
を
争

訟
費
用
と
し
て
用
い
、
為
伯
と
獄
争
し
、
勝
訴
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
ま

た
我
が
父
幽
伯
と
母
幽
姜
の
命
令
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
お
慶
び
申
し

上
げ
ま
す
。
余
は
（
勝
訴
後
の
処
置
に
つ
い
て
）
牛
飼
に
告
げ
た
、
『
余

は
（
代
沖
し
て
い
る
の
で
）
問
題
の
邑
を
実
地
検
分
し
た
文
書
を
作
る

だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
以
上
の
行
為
で
あ
る
革
嚢
の
界
定
は
し
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西周後期の代訴記録（木村）

　
　
な
い
よ
う
に
』
と
。
い
ま
余
が
置
い
た
と
こ
ろ
、
有
嗣
は
『
命
令
通
り

　
　
に
致
し
ま
し
た
。
い
ま
余
は
関
係
事
項
を
尽
く
文
書
に
銘
記
し
た
の
で
、

　
　
そ
れ
を
伯
氏
（
色
止
虎
）
に
献
じ
ま
す
』
と
答
え
、
文
書
を
引
き
渡
し

　
　
た
」
と
。
余
（
七
生
）
は
召
伯
爵
に
壁
を
献
諭
し
て
謝
意
を
表
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
た

　
　
幡
生
は
朕
が
宗
霜
（
召
伯
虎
の
父
）
の
恩
寵
に
揚
え
て
、
朕
が
烈
祖
召

　
　
公
の
嘗
殴
を
作
っ
た
。
万
年
、
子
々
孫
々
に
到
る
ま
で
こ
れ
を
宝
用
し

　
　
て
、
大
宗
を
享
せ
。

　
以
上
の
ご
と
く
、
両
春
期
殴
銘
は
文
義
が
明
瞭
に
辿
り
得
る
よ
う
に
な
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
両
銘
文
の
史
料
的
価
値
を
幾
分
か
で
も
回
復
し
よ
う
と

い
う
所
期
の
目
的
は
達
成
し
得
た
と
思
う
。
し
か
し
、
細
部
に
は
い
ま
だ
解

決
し
切
れ
ぬ
問
題
が
残
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
五
年
凋
生
段
銘
・
六
年
寒
生
殴
銘
の
持
つ
意
義
は
多
々
あ
る
。

そ
の
う
ち
の
二
、
三
点
を
指
摘
し
て
、
本
稿
の
ま
と
め
と
し
て
お
き
た
い
。

　
一
、
本
稿
で
論
証
し
て
き
た
よ
う
に
、
両
稠
生
段
銘
は
代
訴
に
つ
い
て
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
し
て
い
る
銘
文
で
あ
っ
た
。
西
周
金
文
中
に
は
、
他
に
、
留
鼎
に
も

　
　
「
留
吏
豚
小
子
誓
事
限
訟
干
井
弔
（
留
、
豚
の
小
子
叢
を
し
て
限
を
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
て
井
叔
に
訟
へ
使
む
）
」
と
あ
っ
て
、
留
が
自
己
の
小
子
（
子
弟
）
に

　
　
訴
訟
を
代
行
さ
せ
た
例
が
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
こ
の
例
を
自
己
訴
訟

　
　
の
一
形
態
と
看
倣
せ
ば
、
厳
密
な
意
味
で
の
代
訴
記
録
は
両
々
生
段
銘

　
　
以
外
に
は
存
在
し
な
く
な
る
。
現
状
で
は
西
謹
聴
代
の
代
訴
記
録
で
あ

　
る
こ
と
は
た
だ
ち
に
中
国
史
上
最
初
の
代
訴
記
録
と
い
う
こ
と
に
な
る

　
の
で
、
そ
の
点
、
両
凋
生
段
幕
は
法
制
史
上
、
極
め
て
価
値
の
あ
る
史

　
料
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
も
、
代
訴
に
い
た
る
ま
で
の
事
情
、

　
代
訴
後
の
処
理
等
が
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

二
、
両
腰
生
段
銘
で
は
、
大
宗
の
嗣
子
召
伯
虎
が
小
宗
の
現
生
の
代
訴
を

　
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
般
に
い
わ
れ
る
西
土
蒔
代
の
大
宗
・
小
鳴
の
協

　
力
関
係
を
如
実
に
示
め
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
宗
法
的
秩
序
の
実

　
態
を
明
確
に
記
し
た
史
料
は
珍
し
い
。
し
か
し
、
一
方
に
は
、
た
と
え

　
大
宗
と
い
え
ど
も
小
宗
の
封
彊
界
定
を
小
太
の
確
認
・
承
諾
な
し
に
は

　
行
な
え
な
い
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
こ
れ
は
小
康
の
経
済
的
自
立
を
証

　
し
て
い
る
と
同
時
に
、
封
彊
細
江
の
よ
う
な
微
妙
な
利
害
関
係
の
か
ら

　
む
問
題
は
、
一
歩
処
理
を
誤
ま
る
と
、
本
譜
間
の
争
い
に
ま
で
発
展
し

　
得
る
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
め
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
支

　
関
係
に
は
協
力
関
係
の
外
に
一
種
の
緊
張
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
西

　
周
後
期
社
会
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
事
実
で
あ
ろ
う
。

三
、
五
年
無
生
殴
銘
に
「
僕
蹴
」
と
い
う
語
が
あ
る
。
こ
の
語
は
孫
諮
譲

　
・
王
国
維
以
来
、
『
毛
巻
』
魯
頚
・
野
宮
の
「
附
庸
」
、
『
春
秋
左
下
伝
』

　
自
公
四
年
の
「
在
々
」
に
比
定
さ
れ
、
諸
侯
に
属
す
る
小
国
を
意
味
す

　
る
も
の
と
し
て
、
西
周
封
建
制
の
一
形
態
と
鱈
倣
さ
れ
て
い
た
。
と
こ

　
ろ
が
、
一
九
八
一
年
に
逆
鐘
が
発
見
さ
れ
る
と
、
そ
の
銘
文
に
お
い
て
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毒
心
が
臣
妾
・
小
子
等
の
「
人
」
と
連
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
逆

鐘
銘
の
撲
庸
を
「
僕
と
庸
と
の
二
種
の
人
」
と
し
、
五
年
稠
電
畜
銘
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

僕
繕
を
附
庸
と
し
て
区
別
す
る
説
を
は
じ
め
と
す
る
諸
説
が
立
て
ら
れ
、

僕
庸
・
僕
藁
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
西
周
時
代
の
封
建
制
・
身
分
制
に
関

わ
る
新
し
い
問
題
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
問

題
は
西
周
史
だ
け
で
な
く
春
秋
以
後
に
も
影
響
を
与
え
る
重
大
な
問
題

で
あ
る
の
で
、
今
後
も
研
究
が
な
さ
れ
て
い
く
と
思
う
が
、
そ
の
際
、

本
稿
中
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
五
年
蒼
生
殿
銘
の
僕
縣
土
田
の
争
訟

　
が
六
年
畜
生
殴
銘
で
は
邑
に
関
わ
る
争
訟
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と

　
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

①
大
系
、
録
八
三
。

②
　
拙
稿
「
六
自
の
宮
構
成
に
つ
い
て
」
『
東
方
学
購
第
六
九
輯
、
七
－
八
頁
、
　
一

　
二
頁
、
注
⑳
。

③
　
劉
翔
「
釈
五
年
夏
生
二
二
塘
土
田
」
『
考
古
与
文
物
叢
刊
第
二
号
古
文
宇
論
集

　
e
』
四
八
一
四
九
頁
、
考
古
与
文
物
編
集
部
編
輯
出
版
、
一
九
八
三
年
。
陳
漢
平

　
「
嘆
葺
非
僕
腰
弁
」
、
岡
上
書
、
五
〇
一
五
三
頁
。
王
輝
「
塵
払
銘
文
箋
釈
」
、
同

　
卜
湘
漁
周
、
五
六
百
ハ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
関
西
学
院
大
学
文
学
部
聾
心
勤
講
師
　
奈
良
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